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午前10時00分開議 

○副議長（山中佳子君）  おはようございます。これより、本日の会議を開きます。 

 議長は所用のため欠席しておりますので、副議長の私が議長の職務を務めさせて

いただきます。御協力いただきますようお願いいたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 本日配付してございますものは、議事日程表（第４号）、以上１件でございます。 

 御報告を終わります。 

○副議長（山中佳子君）  本日の議事日程は、配付いたしております日程表のとおり

でありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、石井和幸議員、

山下安憲議員を指名いたします。 

 日程第２、一般質問を行います。 

 既に送付いたしております一般質問順序表に従いまして、順次質問を許可いたし

ます。石井和幸議員。 

   〔石井和幸君 発言席に着く〕 

○１番（石井和幸君） おはようございます。無会派の石井和幸です。よろしくお願

いいたします。 

 一般質問の前に、先月防府で行われました、マルキュウカップ第35回山口県小学

生バレーボール選手権大会におきまして、下郷美東スポーツ少年団が優勝されまし

た。歴史ある大会で、美祢市のチームが優勝するのは初の快挙だと聞いております。 

コロナ禍の影響で中止になった大会もあり、市民の皆様も気持ちが落ち込んでい

る中、大変明るい話題であると思います。これをきっかけに、子どもたちにスポー

ツに興味を持ってもらい、活動の機会が広がっていけたらと思います。 

 それでは、通告書に従い、一般質問を始めます。 

 １つ目のテーマは、観光施設におけるWi-Fi環境の整備についてです。 

 現在、美祢市においては、公共施設・教育施設・観光施設等でWi-Fi環境の整備

を進めておられます。 

 観光地におきましては、コロナ禍の影響で観光客が減少し、大変厳しい状況であ
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ると感じております。コロナが収束し、観光客が戻ってきたときに備えるためにも、

観光地、観光施設のWi-Fi環境の整備は大変重要だと考えております。 

 現在は、観光に来られた方が自らSNS等を活用され情報発信、拡散をされており

ます。 

 外国人観光客におきましては、国外でスマートフォンを使用するとき、大きな通

信料金が発生します。ストレスなく観光を満喫してもらうためにも、Wi-Fi環境が

あれば大変便利だと思います。 

 現在の観光地、観光施設のWi-Fi環境の整備についてお伺いいたします。 

○副議長（山中佳子君）  繁田観光商工部長。 

○観光商工部長（繁田 誠君）  石井議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、コロナ禍にあり、外国人観光客の来訪は見られない状況にありますが、外

国人旅行客において、日本での観光の不満の１つは、Wi-Fi環境の整備の遅れであ

ると言われておりました。 

 これにより、本市におきましても、外国人観光客の受入環境を整え、選ばれる観

光地と満足度向上により外国人観光客の増加を図ることを目的とし、無料で利用で

きるフリーWi-Fiスポットの整備を推進しているところでございます。 

 現在、秋芳洞の各案内所、秋吉台展望台、秋芳洞商店街、秋吉台観光交流セン

ター、秋芳洞貸切バス駐車場、景清洞案内所、大正洞案内所、別府弁天池等に、や

まぐちフリーWi-Fiの整備を行い、利便性の向上に努めているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 

○１番（石井和幸君）  美祢市におきましては、観光施設にも、かなりWi-Fi環境の

整備が進んでいると認識いたしました。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 美祢市においては、秋吉台以外にも多くの観光地、観光施設がございます。現在

は、コロナ禍の中、観光客が減少していますが、普段は多くの観光客やツーリング

客が来られます。 

 先ほども申し上げたように、現在は、観光に来られた方が自らSNS等を活用して

情報発信されておりますが、観光地、観光施設におきましては、まだまだWi-Fi環

境が少ないと感じております。観光客の皆様が情報発信することにより、観光客の
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増加にもつながると思います。 

コロナ禍の影響で、屋外キャンプの需要も高まり、キャンプ場でテレワークをす

る方も増えていると聞いております。 

 美祢市におきましても、先日、国内有数のアウトドア総合メーカーであります株

式会社モンベルと包括協定を締結され、豊かな自然環境を利用した観光振興に今ま

で以上に力を注がれると思います。 

 今後の観光地、観光施設のWi-Fi環境の整備方針についてお伺いいたします。 

○副議長（山中佳子君）  繁田観光商工部長。 

○観光商工部長（繁田 誠君）  石井議員の御質問にお答えをいたします。 

 続きまして、今後の整備方針についてでございますが、本年度は、秋吉台家族旅

行村と秋芳洞第１駐車場のWi-Fi整備を行うこととしております。 

 なお、次年度以降、秋芳洞内の通路改修に併せまして、Wi-Fiの整備を行うとと

もに、このWi-Fi環境を利用し、IoT技術を活用した洞内案内の多言語化に取り組む

予定としております。 

 国におきましても、「観光ビジョン実現プログラム2020 世界が訪れたくなる日

本を目指して」と題した今後１年間の行動指針の中でも、訪日観光客対策といたし

まして、通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現を施策とし、

Wi-Fi環境等の整備を引き続き向上させるとしております。 

 本市といたしましても、引き続き観光客のニーズを的確に把握し、Wi-Fi環境の

拡充を図るなど、外国人観光客がストレスなく過ごせる受入環境整備を推進し、

SNSの活用促進など情報の拡散を促し、誘客の促進に向けた環境整備を図ってまい

りたいと考えております。 

 特に今後、アウトドア観光や――観光の促進や美しい自然環境、農山村風景、地

域と人の力を生かし、市内全域を面とした観光地域づくりに向け、官民一体となっ

た環境整備を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 

○１番（石井和幸君）  ありがとうございます。 

 コロナ禍の影響で、都会から地方へ目が向いており、屋外の観光施設は需要が高

まっております。引き続き、受入環境の整備をよろしくお願いいたします。 
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 それでは、次のテーマに移ります。 

 次のテーマは、美祢駅周辺のまちづくりについてです。 

 現在、美祢市においては、美祢市都市計画マスタープランを作成され、市役所本

庁を都市拠点とし、魅力ある都市拠点づくりに取り組まれておられます。 

私は、その中で、美祢駅周辺の活性化が重要だと感じております。 

 旧丸和の跡地におきましては、約５年間使用されていない現状がございます。建

物も使用されないと劣化が早く、老朽化も進んでいくと思います。 

私は、立地条件もよいと思いますし、集客できる施設として活用できればと思っ

ておりますが、今後、旧丸和跡地の利活用についてはどのようなお考えがあるのか、

お伺いいたします。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  石井議員の御質問にお答えいたします。 

 旧丸和の利活用についての御質問でございます。 

 旧丸和は、今――旧丸和跡地と旧丸和につきましては、平成28年11月に市が購入

して以降、市議会から、丸和美祢店跡地等の利活用についての御提言をいただいて

いるところでございますが、現時点では、具体的な活用には至っておりません。 

 おっしゃったように、当地は美祢駅や市役所に近接する好立地であり、今後は本

市の将来に必要な機能の整備について、公共施設等総合管理計画との整合を図りな

がら、公共施設の立地と市民の憩いの空間などの機能を併せ持った施設や空間整備

に――空間整備の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 

○１番（石井和幸君）  ありがとうございます。 

 先ほど申し上げたように、建物も使用されないと老朽化が進んでいきます。建物

を維持するためにも、定期的な換気や手入れなども必要であると考えますが、今後

の管理についてはどうお考えなのか、お伺いいたします。 

○副議長（山中佳子君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  ただいまの御質問についてお答えをいたします。 

 平成28年11月に市が購入して以降、当該建物は、これまで、みね桜まつり実行委

員会及びランタンナイトフェスティバル実行委員会の２団体と市が、土地建物の使
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用賃貸借契約を締結しており、両団体は備品等の保管場所として使用されていると

ころであります。 

 これまで、特別な維持管理というのは行っておりませんが、今後も建物の利活用

等の可能性を見据えた上で、適切な維持管理を目的に、定期的な見回りや換気など

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 

○１番（石井和幸君）  ありがとうございます。引き続き、管理のほうもよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 次の質問は、消防庁舎移転後の跡地利用についてです。 

 現在、新しい消防庁舎の建設工事が行われております。予定では、令和３年の

３月に工事が終了し、令和３年度中に移転するスケジュールになっております。そ

して、令和４年に解体する予定になっております。 

財政面のこともありますので、解体してすぐに何かに活用することは難しいかと

は思いますが、移転後の消防庁舎の跡地利用について、今後どのようにお考えなの

か、お伺いいたします。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  石井議員の御質問にお答えいたします。 

 消防庁舎の移転につきましては、消防本部を令和３年９月までに移転する予定で

ございます。 

 その後は、先ほど旧丸和跡地の今後の活用についての答弁の中でも申し上げまし

たけど、当地につきましても、美祢駅や市役所に近接する好立地でありますことか

ら、公共用地としての活用だけではなく、民間活力の導入も視野に入れたまちづく

りへの貢献が期待される施設、そういった施設などの誘導も図りながら、また、そ

れらを含めて、選択肢の１つとして総合的に検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 

○１番（石井和幸君）  ありがとうございます。 
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 美祢市においても、空き家や空き店舗などが増えており、まちの空洞化が進んで

おります。空洞化を引き止めるためにも、今後、跡地利用の検討をよろしくお願い

いたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 先ほども申し上げたとおり、私は、美祢駅周辺の活性化が美祢市を盛り上げてい

く上で大変重要であると考えております。 

 現在、美祢駅周辺は空き店舗も増えてきており、人通りも少なく、美祢線を利用

する人も減り、昔のような活気はございません。 

 しかしながら、多くの飲食店もありますし、美祢線を使う学生も多くおられます。

学生、市民の皆様が集える環境づくりも必要だと感じております。 

 美祢駅周辺に活気が戻れば、飲食店もにぎわいを取り戻し、これから美祢市で商

売を始めようと考える方も増えてくると思います。また、美祢線の利用者も増え、

美祢線の利用促進にもつながると考えております。 

 今後の美祢駅周辺のまちづくり構想をどのようにお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  石井議員の御質問にお答えいたします。 

 美祢駅周辺のまちづくりにつきましては、本市の主要な交通結節点であります美

祢駅の機能強化や利便性・快適性・安全性の向上と、美祢駅を起点とした中心市街

地への回遊性の向上、さらには河川空間と市街地とが一体となった、市民や訪れる

人々にとって魅力のある空間づくりが必要であると考えております。 

 そのためには、中心市街地を一体として捉えることにより、本市の玄関口として

ふさわしい駅前やポケットパークの在り方、また、駅前から中心市街地への誘導を

目的とした歩行空間の方向性を定め、財政状況を踏まえた段階的な公的整備に加え、

先ほど御質問でお答えしました旧丸和跡地の利活用など、民間活力の導入も選択肢

の１つとするなど、より実効性のある総合的な土地利用を進めることで、魅力ある、

にぎわい・集い・歩きたくなる美祢駅周辺のまちづくりを今後進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  石井議員。 
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○１番（石井和幸君）  ありがとうございます。 

 私も、美祢駅周辺がにぎわっていた時代を経験しております。美祢駅周辺が昔の

活気を取り戻し、美祢市が魅力あるまちになるように、まちづくりに一緒に取り組

んでいきたいと思います。 

 早いですけど、以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

   〔石井和幸君 自席に着く〕 

○副議長（山中佳子君）  この際、10時35分まで休憩をいたします。 

午前10時20分休憩 

    ------------------------------------------------------------ 

    午前10時35分再開 

○副議長（山中佳子君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。荒山光広議員。 

   〔荒山光広君 発言席に着く〕 

○15番（荒山光広君）  おはようございます。新政会の荒山でございます。一般質問

順序表に従いまして、質問を行います。 

 今年も――令和２年も早いもので、残すところひと月を切ってまいりました。今

年の干支は庚子であり、この年の特徴は、変化が多い年と言われておりました。本

来であれば、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、宿泊・輸送・

観光など、周辺各方面で大きな変化が予想されており、開催地周辺では、大会期間

中、時差出勤やテレワークの積極的な利用、また配送時間や時間帯の調整の協力が

求められておりました。 

こうしたオリンピック・パラリンピック開催に向けて求められた協力の内容は、

皮肉にも、いまだ収束のめどが立たない新型コロナウイルスの感染拡大によって実

現しております。 

コロナ禍での新たな生活様式の実践が進んでおり、諸課題を克服してこの難局を

乗り越えていかなければなりませんが、新規の感染者や重症者数は増加傾向にあり、

予断を許しません。 

 本市では、４月に市長選挙と市議会議員選挙が行われ、まさに変化した中で、今

期がスタートいたしました。 
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 平成30年に――30年３月に改正された美祢市のマスタープランである新市基本計

画や、本年３月に今後10年間のまちづくりに向けた基本方針として策定された第二

次美祢市総合計画などに沿ったまちづくりを進める上で、篠田新市長の手腕が問わ

れてまいります。 

 第二次美祢市総合計画は、本市の将来像と基本理念や施策大綱などを示す10年間

の基本構想を頂点に、前期、後期５年で将来像を達成するための具体的な施策の目

的や方針などの内容を示す基本計画、並びに人口減少施策や地方創生に関する施策

を示す重点戦略としての、まち・ひと・しごと創生総合戦略、そして、これら施策

の目的を達成するために必要な主要事業について示す実施計画で構成されておりま

す。この実施計画は３か年計画で、毎年ローリング方式で見直しが図られることと

なっております。 

新型コロナウイルスの蔓延によって、社会情勢が大きく変化した現在において、

事業の見直しや新たな事業の創出を通じて、持続可能なまちづくりに取り組む必要

があるのではないでしょうか。 

 私は、平成27年12月定例会の一般質問で、地域間競争で生き残るために、ふるさ

と交流大使を通じた情報発信などについて、当時の村田市長と議論を交わしました。

今、篠田新市長は、ふるさと交流大使、とりわけ久保修氏について、どのように感

じておられますか。まず、お尋ねをいたします。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  荒山議員の御質問にお答えいたします。 

 御質問の、美祢市ふるさと交流大使である切り絵画家の久保修氏について、まず、

私のほうからちょっと御紹介も兼ねて、説明をさせていただきたいと思います。 

 昭和26年、大嶺町でお生まれになり、昭和46年に切り絵画家として芸術活動を開

始され、今日まで数多くの作品を制作されておられます。 

切り絵の持つ魅力を広められるとともに、切り絵を通した国際交流や地域との交

流活動も積極的に取り組まれており、平成21年には、文化庁から文化交流使に指名

されるなど、国内外で高い評価を得られ、来年、画業50周年を迎えられます。 

ふるさとである本市との関わりも深く、平成２年には、切り絵『美祢の四季』を

制作され、その作品は市立病院に展示されております。平成23年には、大嶺中学校

創立50周年記念として、どんちょうのデザイン『ふるさとの四季』を制作されるな



－ 10 － 

 

ど、広く多くの皆様に愛されております。 

平成26年７月には、美祢市ふるさと交流大使に任命させていただき、本市の魅力

を広く国内外へ情報発信をしていただいております。 

 主な本市での活動を御紹介いたしますと、平成29年に民放の企画において制作さ

れた切り絵作品を本市に寄贈いただき、秋吉台観光センターに展示させていただい

ております。また、市政施行10周年記念事業では、切り絵のオリジナルフレーム切

手の制作や市政施行10周年作品『ふるさとの春』を制作され、道の駅おふくに展示

させていただいております。 

さらに、JR美祢線にも思い入れが深く、美祢線のある風景をモチーフとしたJR美

祢線カードのデザインを２点制作されております。 

 久保修氏には、引き続き、ふるさと交流大使として、本市の魅力を情報発信いた

だくとともに、交流の活性化及び文化・観光などの振興にも、引き続き御尽力いた

だければと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  今、御紹介がありましたように、出身地であります美祢市で

は、これまでに多岐にわたって久保修氏を活用していただいております。 

 先の一般質問から５年がたちますけども、その間も、久保修氏におかれては、ま

すます進化を遂げられ、充実した活動の場を広げておられます。 

各方面から高い評価を得て、2016年にはフィラデルフィア日米協会から芸術賞、

昨年は山口県選奨と文化庁長官表彰も受けられました。 

 また、マスコミにおいては、民放やNHKでも全国放送に出演するなど露出が増え

ております。 

文化庁の文化交流大使として、世界中で「紙のジャポニズム」をテーマに交流を

深められております。自身の個展も精力的に開催され、多くのファンを魅了してお

ります。 

 また、2018年には、大阪の豊中市に、久保修切り絵ミュージアムがオープンいた

しました。これは、オートバックスの創業者であります住野勇さんという方が一般

財団法人を設立され、その財団によって設立・運営がされております。 

 この美術館の見どころは、幅60センチ、長さが10メートルという１枚の紙を切っ
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た、１年を72に分けた『七十二候』という作品で、一見の価値があり、全国から来

館者があるようでございます。 

 全国の自治体には、その地にゆかりのある著名な画家や作家などを顕彰する美術

館や記念館などを設置しているところもたくさんあります。久保修氏のふるさとで

ある美祢市に、何らかの拠点があってもいいほどの画家になられたと思っておりま

す。 

 しかし、今の美祢市には、新たな美術館や記念館などの施設を造る財政的な余裕

がないことは重々承知しておりますが、そのような中で、JR美祢駅に空きスペース

があると思いますけども、そのJR美祢駅の空きスペースを活用した久保修氏の拠点

の整備ができないものか、お尋ねをいたします。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  荒山議員の御質問にお答えいたします。 

 議員の御提案・御提言は、JR美祢駅の未利用スペースを活用した文化・芸術拠点

の整備でございます。 

 この御提案につきましては、美祢駅周辺の整備ということで、先ほどの石井議員

の一般質問でもお答えいたしましたし、せんだっては、岡村議員の一般質問にもお

答えしましたが、美祢市都市・地域拠点活性化計画における都市拠点整備として、

その目的、位置づけを明確にする中で、総合的に検討する必要があると考えており

ます。 

 説明が重複しますが、都市拠点は、公共交通結節点である美祢駅を中心に設定し

ており、美祢駅周辺の機能強化や利便性・快適性・安全性の向上と、美祢駅を起点

とした中心市街地への回遊性の向上により、架線空間と市街地とが一体となった市

民や訪れる人々にとって、魅力のある空間づくりが必要であると考えております。 

 その際には、将来を見据え、まちづくりの視点に立った今後の公共施設の在り方

や計画的な財政運営をも踏まえて検討する必要があり、また一方で、民間活力の創

造、可能性にも大いに期待したいところであります。 

 御提言につきましては、美祢駅周辺の市街地整備の在り方についての方針を策定

する中で、文化・芸術によるまちづくり、市民が憩い、学ぶまちづくりなど、ふる

さとを愛する教育や市民が誇りに感じるまちづくりの観点も踏まえ、検討してまい

りたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  今、美祢駅周辺につきましては、先ほどの石井議員の答弁に

もありましたけども、美祢市都市・地域拠点活性化計画における都市拠点整備とし

てということでございますけども、計画は実現するためにあるものじゃないかなと

いうふうに思っております。 

いつまでも検討も大事でございますけども、何らかのアクションを起こしていか

なければならないんじゃないかというふうに思っております。 

 先ほど、冒頭に言いました、第二次総合計画の中の基本計画の１番ですが、

「「魅力の創出・交流」の拡大」というところで、その中の基本方針「自然・文化

の保護と活用」の中の施策の３といたしまして、「芸術・文化の振興」というもの

がございます。 

 この中の主な取組といたしまして、「芸術・文化活動の活性化、市内外に情報を

発信するとともに、時代に応じた新たな事業を展開します。また、市民の文化意識

の向上と文化活動への参加機会づくりに取り組みます」という項目がございます。 

この総合計画ですので、多岐にわたるわけですけども、今の文化・芸術という面

を捉えてみますと、とかく美祢市は、文化不毛の地であるということがよく耳にす

るわけですけども、私は決してそんなことはなくて、市民の皆さんも、たくさんの

方がその文化活動に取り組んでおられ、秋には、いろんな発表の場もあるというこ

とで、決してその文化不毛の地とは思っておりませんけども。 

先ほど申しましたように、出身である久保修さん、いろんな全国的、世界的な活

躍をされておられますし、それに伴って、様々な人脈といいますか、関係が築かれ

ております。御本人も、ふるさと離れてしばらくなるんですけども、年も70になっ

て、画業を始めて50年という節目も迎える、美祢市に何らかの恩返しがしたいとい

うふうな思いも持っておられるわけであります。 

 今、新庁舎の計画が進んでおりますけども、その庁舎の中に、久保修さんのいろ

んな活動ができるスペースというものもできればいいなと思っておりましたけども、

今計画を見ますと、規模も縮小されて、なかなかそういったスペースも取れないん

じゃないかというふうに思っております。 

 そこで、JR美祢駅については、今、観光協会が委託を受けております、にぎわい
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ステーションもございますけども、あそこには人が多分いないんじゃないかなと思

いますけども、せっかく美祢駅空きスペースがございます。日本全国で、駅に、い

わゆるそういった美術――ちょっとした美術館というか、そういったものを設置さ

れているところは、ほぼないんじゃないかなというふうに思います。 

そういった美祢線の利用促進という面からも、またまちづくりという面からも、

そして情報発信という面からも、JR西日本とコラボレーションができないものかと

いうふうにも考えるわけであります。 

 先ほど言いましたように、総合計画の基本計画の中にも、そういった「芸術・文

化活動の活性化」という項目もございます。ぜひ、機を捉えて、美祢駅の活性化も

含めて、ぜひ拠点というものができれば、久保修さんがふるさとに帰ってきたとき

に、そこを拠点にまたいろんなイベントもできましょうし、あるいは、その企画展

みたいなものもできるんじゃないかと思います。 

 先ほど言いましたように、日本全国では、そこにゆかりのある方の美術館である

とか、記念館であるとか、たくさんあるわけですけども、その運営の状況について

までは、私が知る由もございませんけど、公立ということになりますと、その運営

費とか、なかなか苦慮されているんじゃないかなというふうに思っております。 

この美祢市で、そういった久保修記念館なり、美術館なりというものができるの

が理想ではございますけども、なかなか財政面で難しいというのは重々分かってお

ります。 

 これは、将来的にまた考えていかなければいけないと思いますが、今できるとす

れば、そういった美祢駅――これは相手があることですので、JRが貸さないと言わ

れればそれまでですけども、ぜひ協議をいただいて、何らかの形で実現できないも

のかという思いがいたしております。 

 そういった面で、再度、市長のお考えがあれば、お聞かせをいただきたいという

ふうに思います。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  ただいまの荒山議員の再質問でございますが、久保修さんの

もっともっと活用したらどうかという御提言、また御意見は多数いただいていると

ころでございます。私も、それは、この地には美術館がないし、１つの起爆剤には

なるとは思っております。 
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 しかしながら、総合管理計画も、これを確実に実施する必要もあるわけでござい

ますので、JRとも交渉を進めてまいりたいと思いますが、その前段として、市とし

ての考えを一度整理して、それからJRとの交渉に入らさせていただきたいと思いま

す。 

 これにつきましては、市民の方、また多くの方から美祢市にとっての久保修さん、

財産であるので、活用すべきじゃないかということは十分お聞きしておりますし、

私もその認識は持っております。今後、財政状況も踏まえながら、またJRとも交渉

してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  市長は、そういった認識を持っておられるということですの

で、この一般質問を通じて、やりましょうという答えはなかなか言えないと思いま

すけども、ぜひ、近い将来、それが実現することを願っております。 

 併せて申しますと、久保修さんもたくさんの資料といいますか、そういったもの

が今まで50年の積み重ねがあるわけでございます。そういった資料も、例えば美祢

市に、そういった美術館なり記念館なりができれば、それを託してというふうな思

いもあるようでございますけども、JR美祢駅の規模では、その辺の資料をお預かり

するというのはなかなか難しいと思いますけども、これは、また将来的な課題とし

て、ぜひ頭の片隅に置いていただいて、ある意味、いろんな形で久保修氏の活動拠

点というものが実現することを期待をいたして、この項目については終わりたいと

思います。 

 次に、空家等対策事業についてでございます。 

 この空き家対策については、美祢市に限らず、日本全国、非常に悩ましい状態が

続いておるわけでございますけども、先頃、空家等対策計画というものが策定され

ておりますけども、現在のこの計画の進捗状況について、まずお尋ねをしたいと思

います。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  荒山議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、美祢市空家等対策計画の概要について御説明いたします。 

 本計画を策定しました背景といたしましては、近年、全国的に空き家等の問題が
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顕在化しており、本市におきましても、人口減少や高齢化の進展等により、空き家

に関する相談等が多く寄せられるようになり、空き家の発生の抑制や利活用に総合

的かつ計画的に対応していく必要性が高まった――高まってきたことによります。 

 本計画では、本市の空き家等の問題と課題として、空き家等の発生・増加の抑制、

空き家等の適正な維持管理、危険度の高い空き家等への早急な対応、地域の活性化

資源としての空き家等の利活用の促進の４点に整理しております。 

 この問題と課題を解決するための基本方針として、個人財産の所有者責任を前提

とした対策、総合的・計画的な空き家等対策、地域、事業者、各種団体等、行政等

――行政が相互に連携した空き家等対策の３点を掲げております。 

 本計画の期間は、平成31年度から令和５年度までの５年間となっており、現在、

この計画に基づき、空き家等対策事業に取り組んでいるところであります。 

 それでは、本計画に基づいた施策の進捗状況でありますが、先に述べました３点

の基本方針の下、求められる空き家対策を、発生抑制、適正管理の促進、利活用、

除却に分離して取組を進めているところであります。 

 まず、発生抑制の対策ですが、毎年、司法書士会や宅地建物取引士協会の御協力

をいただき、空き家対策セミナーや無料相談会を開催しており、空き家バンクや危

険家屋等――危険家屋除却推進事業補助金等の個別相談をお受けしております。今

年は８月13日に開催し、市内外から、また県外からも合わせて25名の参加者があり

ました。 

 次に、適正管理の促進の対策ですが、適正管理がなされていない空き家等の情報

提供があった場合、現地を確認の上、所有者や相続人の住所等を調査し、適正管理

を促す文書を発送、または戸別に訪問して文書をお渡ししており、今年度は16件に

対応しているところでございます。 

 また、利活用の対策についてですが、平成20年６月に空き家等情報バンク制度を

設置し、延べ170件の登録をいただき、本年11月１日現在の登録件数は27件となっ

ており、市内郵便局とも連携し登録を促し、利活用につなげているところでござい

ます。 

 最後に、除却の対策についてでありますが、本市では、危険家屋を除却するため

の補助金交付事業を行っており、今年度は、相談件数が41件、そのうち補助金交付

の対象となる危険家屋に認定した件数が19件、さらに、そのうちの12件は、今年度
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中に危険家屋の除却事業を実施される予定となっております。 

 次に、本計画に基づく今後の取組についてでございますけど、個々の対策を確実

に推進し、着実に実績を重ねてまいりたいと考えております。 

 対策の中でも、一番重要と考えておりますことは、管理できない空き家を――空

き家が増えない対策と、そして空き家を危険な建物にしないための適正管理であり

ます。 

建物の所有者は、現在お住まいの建物が将来空き家にならないよう、早い時期か

ら対策を講じていただく必要があります。また、空き家の所有者等は、建物が老朽

化して危険にならないよう、適正に管理していただく必要があります。 

所有者等に対しましては、こうした意識を持っていただくための啓発活動や情報

提供を、引き続き積極的に行ってまいりたいと考えております。 

建物は、所有者等の責任において、適正に管理していただくことが大前提になり

ますが、それがスムーズに行われるため、所有者・管理者、市民・地域、団体・事

業者等、そして行政の役割をそれぞれが十分に認識し、推進体制を強化する必要が

あります。 

 現状では、空き家等情報バンク制度においては、社会福祉協議会や郵便局等と、

空き家対策セミナーでは、司法書士会や宅地建物取引士協会と連携を図っていると

ころですが、これからも連携の幅を広げ、本市の空き家対策事業が円滑に進むよう

努力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  今、計画の進捗状況について、るる御説明をいただきました。 

 この計画の中で説明があったように、空き家等の発生・増加の抑制、それから、

空き家等の適正な維持管理、危険度の高い空き家等への早急な対応、地域の活性化

資源としての空き家等の利活用の促進という、大きく４つに分けてありますけども、

私はその中でも、やはり適正な維持管理といいますか、そういった部分が大切じゃ

ないかなと思っております。 

 空き家になるということは、そこにお住まいの方が市外に転出されておられると

いうのがほとんどじゃないかなというふうに思っております。今まさに、コロナ禍

にあって、美袮に戻って、御自身が空き家の管理をしたくてもできないというふう
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な現実もありましょうし、中には、言い方悪いですけど、無関心でそのまま放置さ

れておって、草木・立木が伸びて、近隣に御迷惑をかけているというふうな現状も

あるというふうに思っております。 

 そんな中で、やはり答弁にもありましたように、第一義的には、その所有者の管

理をするという意識といいますか、それがまず第一番じゃないかなというふうに思

っております。 

そういった、その意識を高揚していただくためにも、当局としてもいろんな努力

はされておるというふうに思っております。 

 その１つの方策として、今、ふるさと納税というものが盛んに行われております

けども、各地のいろんな特産品であるとか、そういったものの返礼品をしておりま

す。美祢市においても、いろんな返礼品があると思います。 

 先ほどの久保修さんの切り絵の関係も、その中にもあったというふうに思います

けども、このふるさと納税で、その空き家管理のサービスを提供といいますか、返

礼品として取り組まれてはどうかなと思います。他市の例を見ても、補助金を出さ

れるところもありましょうし、実際に、ふるさと納税で空き家管理のサービスを返

礼品として取り組まれているところもあるやに聞いております。 

この制度といいますか、進める上で、所有者の方の意識がどう変わってくるのか

というのは計り知れないところがありますけども、今、１つの方策として、ふるさ

と納税の返礼品として、こういったものを取り扱われてはどうかなというふうに思

いますけども、お考えをお尋ねいたします。 

○副議長（山中佳子君）  藤澤総合政策部長。 

○総合政策部長（藤澤和昭君）  荒山議員の御質問にお答えします。 

 現在、本市のふるさと納税における返礼品の多くは、市内の農産物や、それらを

活用した加工品、あるいは工芸品で占めております。 

こうした農産物や加工品、あるいは工芸品以外の返礼品としては、これまでに、

郵便局による高齢者の見守りサービスを返礼品として取り扱ったことがございます。 

これは、市内にお住まいの高齢者のお宅を郵便局の職員が定期的に訪問し、市外

に住んでおられる納税者の方に近況をお知らせするサービスであります。 

 さて、議員から御提言のありました、ふるさと納税における空き家の見守りサー

ビスは、他の自治体においても取り組まれているところであります。 
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近隣では、下関市において、空き家の見守りサービスとして、建物外観の目視に

よる確認、郵便物の確認と転送、敷地内や敷地周辺の簡易な清掃を１年間で12回実

施、気象警報発令後、または地震発生後の現地確認を一体的に行う整備サービスを

返礼品として取り扱われていると聞いております。 

 また、他の自治体において、室内の換気や簡易清掃、さらには敷地内の除草作業

等、多様な維持管理を返礼品として取り扱っている事例もあると聞いております。 

 これら空き家の見守りサービスは、空き家が老朽化して危険にならないよう適正

に管理していただき、所有者としての意識を持っていただくとともに――持ってい

ただくことに効果的な方法と考えられます。 

また、空き家管理をふるさと納税の返礼品として取り組むことは、ふるさと美祢

を意識づけでき、交流人口の増加にもつながると考えられることから、今後、検討

してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  ありがとうございます。 

 ぜひ、御検討いただいて、ふるさと納税の返礼品として取り扱っていただければ

というふうに思いますが、そのためには、事業者の方の協力も必要だろうと思いま

す。 

 今、複数の一般社団法人やNPO法人が、そういった空き地、あるいは空き家、墓

地も含めてですが、そういった管理をする資格を創設されておるようでございます。

空き家管理、誰でもできるということではないと思いますし、やはりそういった、

できれば、その資格を取得していただいて、このふるさと納税返礼品の事業に参画

をしていただければ、民間の関係の事業者の新たなビジネスチャンスにもなろうか

というふうに思いますので、ぜひ、そういった観点からも前向きに取り組んでいた

だきたいというふうに思っております。 

 それでは、最後に、十文字原総合開発事業用地の活用についてということで、御

質問させていただきたいと思います。 

 今年の８月15日でしたけども、各報道によりまして、国土交通省は、高速道路を

利用するトレーラーが途中で積荷を交換できる中継拠点を整備する検討に入った。

ドライバーの長距離、長時間運転を抑制する目的であります。利用範囲を小さくす
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ることで、新型コロナウイルスの感染拡大地域を訪れるリスクを減らす狙いもあり

ます。トレーラーは後部の荷台部分と、それを牽引する前部のヘッド部分を切り離

すことが可能であり、切り離した荷台部分を取り替え、ヘッドにもう一度連結すれ

ば、積荷の交換が完了いたします。 

 中日本高速道路などは、2018年、こうした方法で積荷を受け渡す中継輸送の拠点

として、コネクトエリア浜松、浜松市にございますけども、これを新東名高速道路

浜松サービスエリアの近くに整備をされました。 

 これによって、例えば関西から関東まで荷物を運ぶ場合、従来は往復で約1,200

キロの道のりを運転しなければなりませんでしたが、同エリアで関東から来たドラ

イバーと荷台部分を切り離して交換することで、半分の約600キロで済むようにな

ったと。車中泊も含めて往復二、三日かかっていたが、日帰りも可能になったとい

うこと。そして、業界団体は、こうした中継拠点を全国に拡大するよう、国土交通

省――国に要望されております。 

 国土交通省は、コロナ禍で物流需要が増大する中、より効果的な輸送が可能にな

り、運転手の負担軽減につながることから、社会資本整備審議会の部会で整備促進

策を検討することにしたという報道の内容でございます。 

 美祢市には、十文字原総合開発用地がございまして、今までも企業誘致等の努力

をされていたと思いますけども、まず、この用地の現状と活用見込みについてお尋

ねをいたします。 

○副議長（山中佳子君）  繁田観光商工部長。 

○観光商工部長（繁田 誠君）  荒山議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、十文字原総合開発事業用地の現状でございますが、面積は約60.9ヘクター

ルと広大で、そのうち62％に当たる37.8ヘクタールを山林が占め、38％に当たる

23.1ヘクタールを原野が占めている状況でございます。 

 次に、十文字原総合開発事業用地の活用方法につきましては、その整備方法にお

いて、民間事業者の――民間事業者に現状のまま購入していただき、事業者自らが

開発を行う方式、進出企業を事前に決定し、その企業のオーダーを確認して市が土

地整備を行う方式、または、市が工業団地全体を先に整備し、企業誘致を行う方式

などが考えられます。 

 なお、本市が先に工業団地全体の開発整備となりますと、平成17年の試算ではご
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ざいますが、20億円以上の整備事業費が必要となるという検討が行われております。 

 なお、本事業用地について、今年度、数件問合せがございました。いずれも、大

規模用地であることの優位性に端を発しておりましたけども、その後、協議が進展

しておらず、御報告できる状況に至ってない現状でございます。 

 今後、どのような活用方法を選択するにいたしましても、水源調査等、様々な進

出の事業に応じた調査を――調査につきまして検討するなど、市の資源を整理して

おく必要があると認識しております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  なかなか、現状、利活用のめどが立っていないということの

ようでございます。 

立地的には、高速道路に面しておりますので、非常に便利なところではございま

すけども、いかんせん原野ということで、整備するのに非常に多額の費用がかかる

ということでございます。 

 そこで、先ほど報道の記事を読まさせていただきましたけども、物流中継拠点と

いうことの整備が、これから検討されるということでございます。 

 美祢の今の地域が、九州と本州を結ぶ重要な拠点であることには間違いないわけ

ですけども、それが、その事業者にとってメリットがあるかどうかというのは、こ

れから検討されるというふうに思っておりますが、これは、国土交通省が今から検

討されて、具体的な開発ということになると、民間の事業者等も入ってくるんじゃ

ないかなというふうに思っておりますが。 

美祢市が積極的に誘致に手を上げるということとは少しニュアンスが違うんです

けども、こういったことが検討され――国のほうで検討されているという情報をし

っかり得ていただいて、こちらからも情報提供するということが大事じゃないかな

と思いますが、この今の物流中継拠点整備について、お考えがあればお尋ねいたし

ます。 

○副議長（山中佳子君）  篠田市長。 

○市長（篠田洋司君）  荒山議員の御質問にお答えいたします。 

 議員から御提案いただいたとおり、また重複なりますけど、物流中継拠点とは、

運転手の労働時間の短縮や労働者不足を解消する施策の１つとして、１つの工程を
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複数人で分担する中継輸送方法の拠点施設であると認識しているところでございま

す。 

 十文字原開発事業用地は、中国縦貫道や十文字インターチェンジに隣接する立地

要件でありますので、物流中継拠点として整備することも非常に有効であるという

ふうに思っております。 

 今後、企業誘致等、本事業用地の活用の検討を行うに当たり、土地の分析等、各

種調査も必要なわけでございますけど、今、御案内のあった浜松市の取組、これは、

結局ネクスコと当該物流会社が整備したようでございますけど、これにつきまして

は――物流拠点につきましては、ネクスコとも協議する必要がありますし、またネ

クスコにも、こちらから逆に提案しながら、その働きかけを強めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（山中佳子君）  荒山議員。 

○15番（荒山光広君）  ありがとうございます。 

 十文字原につきましては、合併以降もいろんな一般質問を通じてあったわけでご

ざいますけども、あのまま放っておいても、ほかの用地と違って草刈りの必要もご

ざいませんし、そんなにお金のかかるものではないというふうに思いますけども、

せっかく市が所有する開発用地でありますので、何らかの形で実現すれば、少なか

らず雇用も――たくさんは見込めないと思いますけども、雇用もあるんじゃないか

なというふうに思っております。 

 事程左様に、今コロナ禍において日本全国――世界もですけども、いろんなこと

が大きく変化をしてきております。 

冒頭申しましたように、美祢市には、いろんな――総合計画を筆頭にたくさんの

計画があるわけでございます。その辺も、今の社会情勢に合ったような計画の見直

しでありますとか、そこには篠田市長の思いも込めた計画ということで、新たな事

業の展開というのも必要になってこようというふうに思っております。 

議会としても協力もいたしますし、ぜひ、この苦境を執行部、議会、また市民の

皆さんと共々乗り越えて、これからの持続可能なまちづくりにそれぞれが取り組ま

なければいけないというふうに思っております。 

 本年最後の登壇者となりまして、ねずみ年の締めくくりになったかどうか分かり
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ませんけども、以上をもちまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

   〔荒山光広君 自席に着く〕 

○副議長（山中佳子君）  これにて、通告による一般質問を終結いたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。本日は、これにて

散会いたします。お疲れでございました。 

    午前11時22分散会 

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



－ 23 － 

 

    上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       令和２年12月２日 

 

           美祢市議会議長 

      

           美祢市議会副議長 

 

           会議録署名議員 

 

              〃 


